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令和２年第９回豊山町教育委員会定例会会議録 

 

１ 開催日時 令和２年９月４日（金）午前１０時００分～午前１１時００分 

２ 開催場所 豊山町役場 会議室３・４ 

３ 出 席 者 

    

 

 

教育長          北 川 昌 宏 

教育長職務代理者     小 出 正 文 

教育委員         鈴 木 森 晶 

教育委員         中 田 め ぐ み 

  欠 席 者 教育委員         後 藤 明 美 

 説明のため出席した職員 

 事務局長兼生涯学習課長  安 藤 憲 司 

教育参事                 小 川  貴 

学校教育課長             井 戸 茂 治 

学校教育係長       菊 地 智 行 

書    記 学校教育係主事      犬 飼 大 揮 

４ 傍 聴 者 なし 

５ 議  題 日程第１ 前回会議録の承認 

日程第２ 教育長の報告 

日程第３ 付議案件 

（１）議案第１６号  教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価の結果報告書（令和元年度分）に

ついて 

（２）報告第１号   第１５回愛知県市町村対抗駅伝競走大会（愛

知駅伝）の開催中止について 

（３）報告第２号   令和元年度一般会計決算（教育委員会関係分

について 

日程第４ その他 

６ 議事内容  

 

教 育 長 ： 

 

 

 

 

開会の宣告（午前１０時００分） 

ただいまから、令和２年第９回豊山町教育委員会定例会を開会しま

す。 

 

日程第１ 前回会議録の承認 

 議事に入ります前に、お手元に配布されております、令和２年８月
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教 育 長 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

７日に開催いたしました令和２年第８回豊山町教育委員会定例会の会

議録は、このとおり承認してよろしいですか。 

 （「異議なし」の声） 

 第８回豊山町教育委員会定例会の会議録は、承認をいたしますので、

閉会後に委員の皆様のご署名をお願いします。 

 

日程第２ 教育長の報告 

８月下旬に生涯学習推進会議と社会教育審議会をそれぞれ開催しま

した。ふたつとも教育委員会にとって重要な会議ですが、従来から審議

内容が重複する部分もあるという指摘があり、その統廃合について検討

を始めました。 

 こうした審議会のうち、法律や条例に基づくものを附属機関といいま

すが、附属機関を設置する意味は、執行機関が適時適格な施策を実現す

るために、専門性の高い見識や経験・技術、住民からの幅広い意見など

を町の施策立案に活かしていくためであります。教育委員会において

は、現在、審議会など諸会議の見直しを図っています。今回の統廃合計

画もその一環ですが、一言でいえば、こうした審議会を形骸化させない

ために様々な工夫を凝らしていきたいということであります。 

例えば、構成員について複数の会議への重複就任や長期在任などに一

定の基準を設けることが必要と考えています。また、審議事項自体が減

少したり、活動が不活発なものがあれば見直しの対象にしたいと考えて

います。 

 今回開催したふたつの審議会では、子ども読書活動推進計画、豊山町

オーケストラの設立や総合型地域スポーツクラブ設置に向けた調査研

究、郷土資料室の再生事業など多くの話題が活発に議論されました。 

生涯学習分野の事業は、文化やスポーツを通じて町内の交流や賑わい

を創り、地域の担い手の育成にもつながります。新しい施策やその実現

に向けた議論自体が町内各種団体の活性化の一助になればとも思って

います。 

 次に、事務局長よりこの間の事業報告をいたします。 

 この間の事業報告をさせていただきます。 

 ８月２０日（木）に新給食センターにて試し調理と内覧会を行いまし

た。お忙しいなか参加いただいた教育委員の皆様には、この場をお借り

しましてお礼を申し上げます。同じく試し調理を８月２５日（火）に中

学校、８月２７日（木）に小学校にて行いました。また、８月２５日(火)

に全員協議会が開催されました。議題は、「豊山町学校施設改築・長寿

命化計画」についてでございます。８月２６日（水）に第１回生涯学習

推進審議会と第２回教育事務執行等外部評価委員会、８月３１日（月）

に社会教育審議会を行いました。 
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教 育 長 ： 

 

 

 

事 務 局 長 ： 

教 育 長 ： 

 

 

鈴 木 委 員 ： 

 

教 育 長 ： 

中 田 委 員 ： 

事 務 局 長 ： 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 ： 

 

 

中 田 委 員 ： 

事 務 局 長 ： 

 

 

教 育 長 ： 

 

 

 

 

 

事 務 局 長 ： 

教 育 長 ： 

 

 

以上でこの間の事業報告とさせていただきます。 

日程第３  付議案件 

それでは、付議案件に入ります。 

 「議案第１６号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び

評価の結果報告書（令和元年度分）について」、事務局から説明をお願

いします。 

―説明― 議案第１６号 

法律に基づいた報告書であり、議会に提出をしなければならないとい

うことで、議案になっております。 

議案第１６号について、何かご意見、ご質問はございますか。 

Ａ評価からＳ評価に上がっている項目については、どこが評価された

のかを強調されたほうがよいと思います。 

他にご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

Ｂ判定の項目の改善は難しいのですか。 

生涯学習の分野の「学習支援活動の人的体制の整備」については、ボ

ランティアを募集し登録していただいており、ボランティアの方には、

土曜日の子どもたちの居場所としてふれあい広場でご尽力いただいて

おります。 

一方で、町民の方がこういったことを学んでみたいといったニーズ

と、登録いただいているボランティアの方がなかなか合致しない点は、

大きな課題であると認識はしておりますが、改善が出来ていないという

のが現状でございます。 

もうひとつＢ評価であります「文化財資料活用推進」につきましては、 

郷土資料室の再生事業に取り組んでいる最中でございまして、今後の改

善が期待できると思っております。 

 ジュニアリーダーの募集は現在どうなっていますか。 

 今現在、停止している状況でございます。会員の募集案内は、近日学

校を通じての配布を予定しており、活動のための準備を進めているとこ

ろです。 

議案第１６号について、原案のとおり可決してよろしいでしょうか。 

 「異議なし」の声） 

 議案第１６号については、原案どおり可決されました。 

 続きまして、報告に入ります。「報告第１号 第１５回愛知県市町村

対抗駅伝競走大会（愛知駅伝）の開催中止について」、事務局から説明

をお願いします。 

 －説明― 報告第１号 

 報告第１号について、何かご意見、ご質問はございますか。 

 ご意見がないようですので、続いて「報告第２号 令和元年度一般会

計決算（教育委員会関係分について」、事務局から説明をお願いします。 
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事 務 局 長 ： 

教 育 長 ： 

小 出 委 員 ： 

 

事 務 局 長 ： 

 

 

小 出 委 員 ： 

 

事 務 局 長 ： 

 

 

 

中 田 委 員 ： 

 

事 務 局 長 ： 

 

鈴 木 委 員 ： 

 

事 務 局 長 ： 

 

 

教 育 長 ： 

 

 

 

事 務 局 長 ： 

 

 

教 育 長 ： 

中 田 委 員 ： 

 

教 育 長 ： 

鈴 木 委 員 ： 

 

 

教 育 長 ： 

学校教育係長： 

 

 －説明― 報告第２号 

 報告第２号について、何かご意見、ご質問はございますか 

 歳入、歳出の最終的な決算額が出ているが、当初の予算と比べてどう

だったのですか。 

 教育費の予算額としましては当初１８億円ほどなのに対し、決算額は

１３億円でございました。これは給食センター建設工事の出来高が、当

初の見込みより減少したことが影響しております。 

 教育総務費など、前年度より１０％ほど減少している項目があります

が、どのような理由なのでしょうか。 

 教育総務費については、学校の長寿命化計画の策定費用がなくなった

ことが大きな要因でございます。また社会教育費は社会教育センターの

工事完了、保健体育費はスカイプールの工事完了が大きな理由となりま

す。 

 教員の多忙化解消のための部活動外部指導員は、どのくらいの人数で

どの部活動に配置されているのでしょうか。 

 令和２年度は中学校に４名、学校が希望した部活に配置されておりま

す。 

 来年度への繰越額は、決算額に入っていない認識でよいのでしょう

か。 

 繰越額については、決算額には含まれておりません。資料には代表的

な項目のみを計上しております。その他は、人件費等の学校管理一般費

が多くを占めております。 

 報告第２号について、他にご意見、ご質問はございますか。 

 ないようですので、以上で付議案件を終わります。 

 次に「その他」の事項に入ります。 

 事務局から、その他で報告事項等はありますか。 

 事務局から「豊山町学校施設改築・長寿命化計画」について、概要を

ご説明させていただきます。 

 ―配布資料に基づいて説明― 

 なにかご意見、ご質問はございますか。 

 学校の老朽化は保護者として日々感じています。こういった長寿命化

の話が進んでいるようで安心しました。 

 他にご意見、ご質問はいかがでしょうか。 

 建築基準法の耐震基準である昭和５５年という区切りでいえば、全て

の学校施設が対象となります。耐震改修はされているということで、あ

る一定の効果は期待できると思います。 

 その他、事務局から報告事項等はありますか。 

 －連絡事項― 事務連絡 

        次回定例会の日程 
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教 育 長 ： 

 

 その他、委員の皆様からご発言はありませんか。 

（発言なし） 

閉会の宣告（午前１１時００分） 

 ご発言もないようですので、これをもちまして令和２年第９回豊山町

教育委員会定例会を閉会します。 

 

 


